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 １ 市内の通学路の現状と課題 

 

 

千葉市内には、平成 27 年度時点において、112 校の小学校があり、児童数約 4 万 9 千

人が通学路等を通り、登下校を行っています。近年、交通安全に対する関心が高まって

おり、市民の要望や施策を基に、様々な安全対策を実施していますが、登下校中の交通

事故は、運転者の不注意によるものや児童の飛び出し等により発生しています。 

市では、国道、県道、市道合わせて約 3,300ｋｍの道路を管理していますが、そのう

ち、約 360ｋｍが通学路として指定されております。この通学路における児童の安全確

保のため平成 26 年 11 月に「千葉市通学路交通安全プログラム」を策定し、教育委員会・

小学校・警察の連携のもと、現地の立会いを実施し、対策を講じてまいりました。その

安全対策の中でも、歩道の設置やガードパイプ等による歩車の分離が困難な場所につい

て、路肩をスクールゾーンのイメージカラーである緑色に着色する、路肩のカラー化を

行っていますが、この対策は、通学路において児童の歩く場所（目安）を明示するとと

もに、運転者に対し、通学路であることの認識を持ってもらうための効果的な手法と考

えています。 

しかしながら、路肩のカラー化については、「千葉市通学路交通安全プログラム」に

基づき、３年に１度の現地立会いの中で危険箇所を把握し、整備を実施するにとどまっ

ております。 

これらのことから、「千葉市通学路交通安全プログラム」により危険箇所の抽出を行

い、重点的な対策を講じる施策にあわせ、より児童の安全確保を図るため、本計画を策

定し、路肩のカラー化を積極的に進めることを並行して行うことで、安心安全のまちづ

くりの形成を目指します。 
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１－１ 千葉市の事故件数の推移 

 

平成 24 年から 26 年の３箇年における、朝の通学時間帯での児童の交通事故件数は、

38 件から 25 件と減少傾向にありますが、全体件数に占める低学年の事故件数が多いこ

とが分かります。 

    表－１ 事故件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土・日・祝日及び夏・冬休み期間を除く期間の年齢別の事故件数 

 

１－２ 路肩のカラー化の整備率 

 

平成 25 年度の路肩のカラー化の実施から３年が経過し、事故危険箇所への安全対策

や路肩のカラー化は順調に進んでいますが、通学路の総路線延長約 360ｋｍに対する路

肩のカラー化の整備率をみると、約４％の 14ｋｍの整備にとどまっています。 

 

図―１ 路肩のカラー化整備状況写真 

対策前の写真 対策後の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低学年 中学年 高学年 全体件数

H24 24 10 4 38
H25 22 12 5 39
H26 8 8 9 25

合計 54 30 18 102
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２ 路肩のカラー化等の整備方針 

 

 

路肩のカラー化については、低学年への歩行空間の目安として効果を発揮するだけ

ではなく、ドライバーへの注意喚起などの効果が見込まれるため、原則、両側をカラ

ー化します。しかし、市内の通学路の総延長約 360ｋｍの中には、歩道の有無や道路

の幅員の大小、住宅地や郊外など様々な状況が想定されることから、現場状況をパタ

ーン別に分類し、整備方針を定め、統一した整備を実施します。また、ゾーン 30 など

の他の事業などと併せて整備を行うことにより、より効果的なものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※歩行者専用道路は路肩のカラー化対象外とします。 

※学校から半径 500ｍ外については、「千葉市交通安全プログラム」による合同点検などに基づ

き路肩のカラー化を実施します。整備にあたっては、本計画の整備方針に準じ行うものとし

ます。 

※路肩のカラー化整備後の補修については、通学路合同点検により実施した危険箇所を優先的

に補修します。 

 

参考：カラー舗装の仕様 

使用箇所 色 
日本塗装工業会

発行色番号 
備考 

通学路 緑 G45-40P 
ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ路面標示と同等色 

設置幅は 30cm 

 

 

 

① 通学路の内、学校から半径 500m の範囲内かつ歩道等がない箇所を優先して実施します。 

  （優先順位：１ 歩道無 ２ 片側歩道有 ３ 両側歩道有） 

 

② 通学路の内、工作物等により歩車が分離されていない道路においては、原則、両側にカラ

ー化を実施します。また、外側線のない道路の両側にカラー化を実施した場合は、各交差点

部の進行方向右側にストップマークや歩行者マークを設置します。 

 

③ 片側に歩道（工作物等により分離された空間を含む）がある場合、歩道部に緑色の道路鋲

等の反射物を設置します。 

 

④ 両側に歩道がある場合、事故件数の多い箇所等をモデル路線とし、横断歩道部にカラー化

を実施します。 

 

⑤ 教育委員会と連携を図り、常に最新の通学路を把握し、計画に反映させます。 

 

⑥ ＰＤＣＡサイクルにより、計画の更新をします。 
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２－１ 整備方針の詳細 

 

図－２ 整備方針②（断面） 路肩のカラー化イメージ図と幅員別の考え方 

 

【幅員Ｗ１が 5.5ｍ以上のケース】 

【標準断面図】 

 

・カラー化後の車道部Ｗ２は 4.0ｍ以上を基本とし、外側線の設置についても、併せて検討す

る。 

・外側線がある又は外側線が引ける場合は、その外側線沿いにカラー化を行うものとする。 

・外側線が引けない場合は、道路両側の排水施設沿いをカラー化する。その際、車道部Ｗ２は

4.0ｍ以上確保することを基本とする。 

・外側線がない又は外側線が引けない場合で、排水施設がない箇所へのカラー化は、道路境界

線から 50ｃｍの箇所より民地側にカラー化を実施する。 

 

【幅員Ｗ３が 5.5ｍ未満のケース】 

【標準断面図】 

 

・片側に外側線設置の検討を行い、外側線が設置できる場合においては、外側線沿いにカラー

化を実施する。その際、反対側への路肩のカラー化は実施しない。 

・外側線が設置できない場合は、原則、道路両側の路肩のカラー化を実施する。 

・車道部Ｗ４が 4.0ｍ以上確保できるようカラー化を実施する。 

・車道部Ｗ４が 4.0ｍ以上確保できない場合は、道路境界線から 50ｃｍの箇所より民地側にカ

ラー化を実施する。 

※外側線が引けない場合の片側へのカラー化は、原則、行わないものとする。 

  
 

  
 

幅員＝Ｗ１ 

車道部＝Ｗ２ 

路肩 

路側帯 

排水施設 排水施設 

路肩 

路側帯 

  
 

  
 

幅員＝Ｗ３ 

排水施設 排水施設 

路側帯 

75 ㎝以上 

 

路肩 

50 ㎝以上 

車道部＝Ｗ４ 

交通量が少ない場合は、３ｍま

で縮小可能 
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図－３ 整備方針②（平面） 路肩のカラー化イメージ図と平面の考え方 

【平面図】 

 

ストップマーク（幅 30ｃｍ以上） 歩行者マーク（一辺 30ｃｍ） 

※ストップマーク及び歩行者マークは、溶融タイプとする。 

※U 型側溝上部には、原則、ストップマーク及び歩行者マークを設置しないものとする。 

※横断歩道部へは、原則、ストップマーク及び歩行者マークは行わないものとする。 

 

通学路 

通学路 

【交差点部の詳細】 

①外側線がある又は設置する場合は、巻

込み部まで外側線沿いにカラー化を実施

する。その際、ストップマーク及び歩行

者マークは設置しないこととする。 

②外側線がない及び設置できない場合

は、隅切り部までカラー化を実施する。 

③各交差点の進行方向終点部に対し、ス

トップマークを設置する。 

④各交差点の進行方向始点部に対し、歩

行者マークを設置する。 

通学路 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

①外側線がある

場合の巻込み部 

②外側線がない場合の

巻込み部（ストップマー

ク） 

④巻込み部がない場合 

（歩行者マーク） 

③巻込み部がない

場合（ストップマ

ーク） 

至
学
校 
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図－４  整備方針③ 片側に歩道がある場合の安全対策 

【断面図】 

 

・ガードパイプ等により歩車が分離されている場合、ドライバーへの注意喚起のため、交差点

ごとに緑色の反射テープを設置する。また、通学路の区間内のガードパイプのビーム上段に

は、緑色のテープを設置する。 

・縁石により歩車が分離されている場合、ドライバーへの注意喚起のため、緑色の道路鋲を 

10ｍ間隔で設置する。 

反射テープ 

 

  

道路鋲 

 

     

歩道 

道路鋲 

車道 

歩道 

反射テープ 

  
 

  
 

 
 

 

 車道 

緑色のテープ 
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図－５  整備方針④ 両側に歩道がある場合の安全対策 

【断面図】 

【平面図】 

 

・通学路に侵入する車両に対し、注意喚起を呼びかけるため、横断歩道部を着色する。 

 （試験的に各区１路線の通学路を対象に実施し、経過を観察します。） 

・事故の多い箇所やカーブ等の箇所において、車両が歩道に乗り上げる恐れのある箇所につい

ては、道路鋲を 10ｍ間隔で設置できるものとする。その際、植樹帯がある箇所は、縁石側面

に設置し、植樹帯がない箇所においては、縁石の上部に設置する。 

横断歩道の着色例 

 

 

道路鋲の設置例

 

 

 

 

 

 

歩道（植樹帯あり） 

凡例 

     通学路 区間途中の横断歩道

には着色をしない。 

歩道（植樹帯無） 

道路鋲 

車道 
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３ 整備スケジュール 
 

 

 本計画の対象箇所は、市内の小学校 112 校の通学路すべてを対象とし実施しますが、歩

道のない箇所を優先的に実施するとしても 120ｋｍの整備を行わなければならないため、

関係者との調整や予算の関係上、複数年に分けて実施する必要があります。 

 そこで、効率的な調整を行うために、学校関係者や警察等と調整機会のある「千葉市通

学路交通安全プログラム」における合同点検に合わせて行うよう計画し、対象箇所の優先

順位の決定にあたっては、歩道の整備率、路肩のカラー化の整備率、児童数を基に決める

ことで、より効率的、効果的な事業の展開を図ります。 

また、舗装の打ち換えや道路の改良事業、民間の開発行為などにより、道路整備が行わ

れる場合においては、その事業に合わせ、積極的にカラー化を実施するよう調整を行いま

す。 

これらのことを踏まえ、「千葉市通学路交通安全プログラム」における合同点検の３サイ

クルである９年間で、小学校から 500ｍの範囲内における歩道のない箇所への路肩のカラ

ー化の整備完了を目指します。 

 

 

 

【中央区】                              単位：ｍ 

 

※合同点検サイクル：①平成 28 年度・②平成 29 年度・③平成 30 年度 

          以降のサイクルは①から③の順で行います。 
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【花見川区】                             単位：ｍ 

 

 

【稲毛区】                              単位：ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合同点検サイクル：①平成 28 年度・②平成 29 年度・③平成 30 年度 

          以降のサイクルは①から③の順で行います。 
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【若葉区】                              単位：ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緑区】                               単位：ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合同点検サイクル：①平成 28 年度・②平成 29 年度・③平成 30 年度 

          以降のサイクルは①から③の順で行います。 
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【美浜区】                              単位：ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合同点検サイクル：①平成 28 年度・②平成 29 年度・③平成 30 年度 

          以降のサイクルは①から③の順で行います。 
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４ 計画の更新 

 

 通学路の実態に合う路肩のカラー化を実施するため、本計画を適宜更新していくもの

とします。更新はＰＤＣＡサイクルに則り、年度ごとに更新される通学路の路線や区間

を反映し、整備後の効果測定等を参考に、より効果的な手法への変更などを反映させま

す。また、歩道がある通学路の安全対策について、電力・通信業者等の電柱に通学路の

看板等の設置など、他都市の事例などを参考に、計画への反映の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年は千葉開府 890 年 
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